
平成２５年度事業報告書

（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

１．組織及び運営状況

(1) 設 立 設 立 年 月 日 平成元年３月１５日

指 定 年 月 日 平成元年３月３１日

公益認定年月日 平成２４年３月１９日

(2) 組 織

① 評議員 ６名

② 役 員 １１名

理事長 １名 副理事長 ２名 理 事 ６名

｜

監 事 ２名

③ 事務局 １４名

総務班長 １名 班 員 １名

事務局長１名 次長 １名

業務班長 １名 班 員 ３名

青年農業者育成 副部長 １名 担い手班長１名 班 員 ３名

ｾﾝﾀｰ部長１名

(3) 運 営

① 評議員会の開催

ア. 平成２５年４月８日 臨時評議員会における書面評決により次の事項を議決し

た。

議案第１号 評議員辞任に伴う補欠評議員の選任に関する件

議案第２号 監事辞任に伴う補欠監事の選任に関する件

イ. 平成２５年６月７日 定時評議員会における書面評決により次の事項を議決

した。

議案第１号 平成２４年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

議案第２号 評議員辞任に伴う選任に関する件

議案第３号 理事辞任に伴う選任に関する件

議案第４号 定款の一部変更承認に関する件

ウ. 平成２６年３月２７日 第２回臨時評議員会における書面評決により次の事項

を議決した。

議案第１号 定款の変更に関する件

議案第２号 役員等の選任に関する件

議案第３号 農地中間管理機構の指定申請に関する件

② 理事会の開催

ア．平成２５年５月２７日 県自治会館会議室において第１回通常理事会を開催し、
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次の事項を審議した。

議案第１号 平成２４年度事業報告並びに収支決算（案）の承認に関する件

議案第２号 平成２５年度定時評議員会の開催に関する件

議案第３号 定款の一部変更（案）承認に関する件

イ．平成２６年３月２５日 県自治会館会議室において第２回通常理事会を開催し、

次の事項を審議した。

議案第１号 定款及び諸規程の一部変更（案）承認に関する件

議案第２号 平成２５年度収支予算の補正（案）承認に関する件

議案第３号 農地中間管理機構の指定申請に関する件

議案第４号 平成２６年度借入金の最高限度額（案）承認に関する件

議案第５号 平成２６年度事業計画並びに収支予算（案）承認に関する件

議案第６号 平成２６年度臨時評議員会招集に関する件

③ 監査会の開催

平成２５年５月１４日 県自治会館会議室において監査会を開催し、平成２４年

度事業実績並びに収支決算関係について監査を行った。

④ 包括外部監査

平成２５年９月２５日及び２６日 当農業公社事務所において包括外部監査を受

けた。

⑤ その他

事務局職員による打ち合せ会議を適宜開催し、当公社業務の推進方策や運営等を

協議した。

２．事業概要

当農業公社は、平成元年３月１５日に設立されて以来、農地保有合理化事業をはじめ

本県農業の振興及び農業構造の改善に資する事業を実施してきた。

特に、優良農地の確保とその有効利用を目標に「農地売買等事業」に積極的に取り組

み関連制度を活用しながら、効率的かつ安定的な農業経営を営む農業者への農地の利用

集積を図った。

また、厳しい農業情勢の下で農業の担い手確保が重要課題となっているため、当公社

は「青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」（平成７年２月１５

日施行）にもとづく「青年農業者等育成センター」として、就農支援資金の貸付け等の

業務を引き続き推進した。

組織関係では、公益認定法人として平成２４年３月１９日に和歌山県知事から移行認

定を受け、平成２４年４月１日に公益財団法人として新たなスタートを切った。

さらに、平成２６年４月１日には農地中間管理事業の推進に関する法律第４条に基づ

き、農地中間管理機構となる者として指定されたところである。

平成２５年度において実施した事業の概要は次のとおりである。

(1) 農地保有合理化事業の推進

県内各地域の実態に即した農地保有合理化事業を積極的に推進するため、農業振興
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地域指定されている市町村農業委員会の事務局長を｢農地保有合理化事業推進協力員」

に委嘱し、農地流動化関係情報の収集強化を図り、認定農業者や新規就農者等への農

地流動化を誘導するとともに、市町村農業委員会との連携による研修会の開催や相談

活動の実施等、事業制度の推進啓発活動を行った。

(2) 農地等の売買等事業の実施

農地保有合理化事業として、次のとおり売買を行うとともに、県の施策である「和

歌山県無償一時貸付用農地賃借料等助成事業」を活用して、引き続き新規就農者に対

する貸借を実施した。さらに一般農業者に対する貸借事業も実施した。

ア．買い入れ事業

件数（件） 面積(㎡) 価格（千円）

当初計画 １５ ３０，０００ ７５，０００

実 績 ７ １７，８９６ ３７，５３４

番号 面 積(㎡) 地目等 買入価格(千円) 所在市町村 備考

① ３,４６５ 畑 ７,０００ みなべ町

② ８２２ 田 ３,０００ みなべ町

③ ４,１９２ 畑 ４,５００ みなべ町

④ ４,０１４ 畑 ９,０００ みなべ町

⑤ ３,１９４ 田 ７,１０４ 紀の川市 H25末保有分

⑥ １,２８６ 田 ２,３３０ 紀の川市 H25末保有分

⑦ ９２３ 田 ４,６００ みなべ町 H25末保有分

合計 １７,８９６ (７件) ３７,５３４

イ．売り渡し事業

件数（件） 面積(㎡) 価格（千円）

当初計画 １３ ２６，０００ ６８，０００

実 績 ６ １３，６７８ ３０，１００

番号 面 積(㎡) 地目等 売渡価格(千円) 所在市町村 備考

① ５２４ 田 １,６００ 紀の川市 H24買入保有分

② ６６１ 田 ５,０００ みなべ町 H24買入保有分

③ ３,４６５ 畑 ７,０００ みなべ町

④ ８２２ 田 ３,０００ みなべ町

⑤ ４,１９２ 畑 ４,５００ みなべ町

⑥ ４,０１４ 畑 ９,０００ みなべ町

合計 １３,６７８ (６件) ３０,１００
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ウ．貸借事業

・継続（無償一時貸付）

貸 借 区 分 件数（件） 面積(㎡)

当初計画 無償貸付タイプ １ ３，１７０

実 績 無償貸付タイプ １ ３，１７０

（２４年度貸借分）

番号 面 積(㎡) 地目等 貸借料(円/年) 貸借期間 所在市町村 備 考

① ３,１７０ 田 ６０,０００ ３年 紀の川市

合計 ３,１７０ (１件) ６０,０００

・継続（一般）

貸 借 区 分 件数（件） 面積(㎡)

当初計画 一般ﾀｲﾌﾟ ３１ ９５，３７２

実 績 一般ﾀｲﾌﾟ ２９ ９２，６２４

（継続－１８年度貸借分）

番号 面 積(㎡) 地目等 貸借料(円/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １,２６１ 畑 １２,６１０ １０年 紀の川市

合計 １,２６１ (１件) １２,６１０

（継続－１９年度貸借分）

番号 面 積(㎡) 地目等 貸借料(円/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １８,７６９ 田 ６年 白浜町 (５件)

② ３,０５７ 畑 ３０,０００ １０年 田辺市 (１件)

合計 ２１,８２６ (６件) ３０,０００

（継続－２０年度貸借分）

貸借料(円/年)

番号 面 積(㎡) 地目等 (物納米 kg/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １９,３７６ 田 ４７,０００ ６年 白浜町 (７件)

(米３６８kg/年)

② ６,０８３ 畑 １００,０００ ６年 田辺市 (１件)

１４７,０００

合計 ２５,４５９ (８件) (米３６８Kg/年)

4



（継続－２１年度貸借分）

貸借料(円/年)

番号 面 積(㎡) 地目等 (物納米kg/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １５,７６５ 田 (米９３０kg/年) ６年 白浜町 (３件)

合計 １５,７６５ (３件) (米９３０kg/年)

（継続－２２年度貸借分）

貸借料(円/年)

番号 面 積(㎡) 地目等 (物納米kg/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １,３９１ 畑 １００,０００ 3年10ヶ月 和歌山市 (１件)

② １４,３７０ 田 ５３,０００ ６年 白浜町 (５件)

(米５７０kg/年)

１５３,０００

合計 １５,７６１ (６件) (米５７０kg/年)

（継続－２３年度貸借分）

貸借料(円/年)

番号 面 積(㎡) 地目等 (物納米kg/年) 貸借期間 所在市町村 備考

① １,２００ 畑 ５０,０００ ３年 印南町 (１件)

② １,０４０ 畑 ３１,２００ ３年 紀の川市 (１件)

③ ２,２７７ 畑 １１０,０００ ３年 日高川町 (１件)

④ １,８７０ 畑 ３９,０００ ３年 田辺市 (１件)

⑤ ６,１６５ 田 (米３８０kg/年) ６年 白浜町 (１件)

２３０,２００

合計 １２,５５２ (５件) (米３８０kg/年)

貸借合計

面積（貸付）：９５,７９４㎡（３０件） 貸借料：６３２,８１０円/年

物納：米2,248kg/年(=547千円相当)

物納による収益計算方法

物納による賃貸借料について、平成２５年度産米の相対取引価格（平成２５年１２

月）農林水産省が調査した結果、全銘柄平均価格 １４，５８２円/玄米60kgより

物納2,248kg÷60kg＝37.467 ×14,582円

＝546,343.794

≒547,000円
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(３) 青年農業者等就農支援事業の実施

効率的かつ安定的な農業経営に発展する可能性の高い青年等の新規就農者を確保

するため、次の事業を実施した。

① 就農支援資金の貸付け

県知事が就農計画を認定した者に対し、経営の開始に必要な資金を貸し付けた。

＜平成２５年度貸付実行及び貸付決定状況＞

就農支援資金

貸付実行者数2名（2件） 貸付決定者数1名（1件）

就農研修資金 0千円（0件） 0千円（0件）

就農準備資金 0千円（0件） 0千円（0件）

就農施設等資金 6,250千円（2件） 1,250千円（1件）

総貸付額 6,250千円

② 新規就農者確保及び青年農業者の資質向上

就農相談会等における就農希望者への助言や情報提供を行った。

また、青年農業者の資質向上を図るため、農業技術の研究及び自主活動等に対する

支援を実施した。

ア 就農支援会議等の開催

イ 就農相談業務の実施（就農相談会参加並びに電話相談対応等）

ウ 県農村青少年技術交換大会及び県青年農業者会議の開催（県４Ｈクラブ連絡協

議会との共催）
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